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札障第 117 号 

令和６年（2024 年）４月５日 

市内障害福祉サービス事業所 

市内障害者支援施設 

市内障害児通所支援事業所  管理者 様 

市内障害児入所施設 

市内相談支援事業所 

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部  

自立支援担当課長 

 

 令和６年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について（通知） 

 

 日頃から本市の障がい福祉行政の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

さて、本市では人員配置等の確認をするため、障害福祉サービス事業等における介護

給付費等算定に係る体制等に関する届出書（以下「体制届」という。）を毎年４月に提出

していただくこととしております。 

つきましては、本年度の体制届の取扱いについて下記のとおりとしますので、該当

する事業所におかれましては、期限までにご提出いただきますようお願いします。 

なお、ご提出に当たっては、先に行われた報酬改定の内容（６ 報酬告示等に記載

の URL 参照）を十分ご確認のうえ、お間違いや申請漏れ等の無いようご留意ください。 

 

記 

１ 提出が必要な事項（サービス別） 

別紙 1 のとおり 

 

２ 書類の提出について 

⑴ 提出書類 

加算の算定に応じて必要な添付書類 

（「【年度当初】体制届提出書類チェック表」のとおり） 

 

※使用する様式等については、札幌市ホームページから最新の様式をダウンロー

ドしてご使用ください。 

  《ＵＲＬ》 

札幌市ホームページのホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 

事業者のみなさまへ > 事業者指定 >加算の届出（年度当初） 

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/13_kasan_taisei.html 

 

 

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/13_kasan_taisei.html
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⑵ 提出方法 

原則としてスマート申請により受け付けます。下記 URL にサービスごとのリン

クを掲載しております。 

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/13_kasan_taisei.html 

 

※スマート申請での届出が困難な場合は、郵送でご提出ください。 

※一部のサービス（重度障害者等包括支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害

児入所施設）は現時点でスマート申請に対応しておりませんので、郵送でご提

出ください。 

 

《郵送でのご提出先》 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 指定指導担当係 

 

 ⑶ スマート申請ご利用上の注意点 

・申請にあたっては、入力内容や添付書類に誤りや不足がないよう注意してくださ

い。申請内容が十分に確認できない場合、別途連絡のうえ確認を行うか、追加で

添付書類等の提出を求める場合があります。 また、入力内容や添付書類が明らか

に事実と異なる場合は、虚偽またはその疑いがあるものと判断する可能性があり

ます。 

・申請内容が届出を行う変更または加算等の要件に該当しなかった場合や、内容に

虚偽またはその疑いがあると認められた場合は、申請を却下するか、自立支援給

付費等の返還等を求める場合があります。 

 

３ 提出期限 

 令和６年４月 22日（月）23：59 

※今回提出していただいた加算等の算定は、令和６年４月１日から適用となります。 

  ※郵送の場合は、令和６年４月 22 日消印まで有効です。 

 

４ 届出に関する注意点 

⑴  勤務形態一覧表について、育児・介護休業法による時短勤務により常勤者として

配置している従業者は、常勤（時短）の勤務形態を選択してください。また、役員

を含め、常勤勤務時間を超えて配置することはできませんので、常勤従業者勤務時

間数を超えていないかご確認ください。 

⑵  人員（管理者やサービス管理責任者等）に変更がある場合は、「変更届（様式第

２号）」及び添付書類をご提出ください。 

⑶  体制届の提出が必要ではない事業所又は体制届の提出書類として提示していな

いものであっても、実地指導、監査、会計検査等において、書類提出を求めること

があるため、加算等の算定要件を確認できる書類は事業所に保存してください。 



 3 / 6 

 

⑷  ４月１日付けの変更届や新規指定申請等の提出に伴い、既に４月からの体制届

を提出されている場合は、再度ご提出いただく必要はありません。ただし、その後

変更が生じた場合は改めてご提出ください。 

⑸  体制届で算定した加算について、実地調査等で要件を満たしていないことが判

明し、過誤調整を依頼する案件が増加しております。体制届のご提出にあたっては、

報酬告示、留意事項通知等を十分ご確認ください。 

⑹  ご提出いただいた書類に誤りや不備がある場合、補正を求める場合があります

が、ご対応いただけない場合、請求が返戻となる可能性がありますので、ご注意

ください。 

⑺  令和 6 年度報酬改定により算定要件が変更になった加算について、算定する区

分に変更がない限り届出は不要ですが、算定要件を満たしているか必ず確認して

ください。 

 

５ 留意事項 

⑴  全サービス共通 

ア 令和６年度の報酬改定により、新たに追加された加算・減算があります。報酬

告示をご確認いただき、該当する加算・減算について漏れなく申請をお願い致

します。 

イ 人員配置体制に関する届出書における延べ利用人数において、単なる利用人数 

を記載されている場合がありますので、下記例を参考の上、ご記載願います。 

例）３人の利用者が 15 日／月サービスを利用した場合、３人×15 日＝45 人が延べ 

利用人数となります。 

ウ 福祉専門職員配置等加算に関して、対象職種（様式下部に記載あり）を確認の

上ご提出ください。多機能型事業所又は障害者支援施設においては、多機能型

の全てのサービスの対象者を合算して記載してください。国家資格保有者（介

護福祉士など）の資格証明において、合格証書などは証明書となり得ませんの

で、必ず登録されたことがわかる証書などをご提出願います。 

エ 食事提供加算に関して、報酬改定により加算の要件が見直されましたのでご確

認ください。なお、管理栄養士等による献立の内容の確認につきましては、令

和６年９月 30 日まで経過措置が設けられております。 

 

⑵  居宅系サービス 

ア 特定事業所加算については、毎年度届出が必要です。期限までに届出がない場

合は、加算無しで登録することがあります。重度訪問介護について、特定事業

所加算に係る届出書のうち、体制要件の⑥については、現に深夜帯にサービス

を提供している必要があります。 

イ 居宅介護及び行動援護の特定事業所加算の加算要件に「重度障害児（重症心身

障害児、医療的ケア児）への対応」が追加されましたのでご確認ください。た

だし、令和６年３月 31 日時点で特定事業所加算を算定している事業所につい
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ては、３年間の経過措置が設けられています。 

ウ 居宅介護のサービス提供責任者については、「居宅介護職員初任者研修課程の

研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事したものをサービス

提供責任者とする」という暫定措置が設けられていましたが、令和５年度末で

廃止されましたのでご留意ください。 

 

⑶  就労系サービス 

就労定着支援について、本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行

支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間

を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含めるよう見直されました。この

見直しにより勤務形態一覧の変更がある場合は、修正のうえご提出ください。 

 

⑷  生活介護 

 基本報酬区分の見直しにより、サービス提供時間ごとの基本報酬の設定となり、

利用定員ごとの基本報酬が 10 人ごとに設定されました。サービス提供時間に関

する Q&A は別紙 2 を参照してください。 

また、福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）と福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）

の併給が可能となりましので、算定する区分に変更がある場合は届出が必要です。 

 

⑸  共同生活援助 

ア 勤務形態一覧表の作成に当たっては、夜間支援従事者の配置については、職種

の欄で「世話人」を選択して夜勤日を塗りつぶすのではなく、プルダウンで夜

間支援従事者を選択してください。なお、世話人と夜間支援従事者はあくまで

別の職種となるため、世話人と夜間支援従事者としての時間を合算しても、当

該従事者は常勤にはなりません。また、管理者は日中の従事が必要なため、夜

間支援従事者にはなれません。 

イ 人員配置区分が見直され、人員配置体制加算が新設されました。基準上置くべ

き世話人又は生活支援員（以下、「世話人等」という）に加え、特定常勤換算方

法で 30：1（日中サービス支援型は 20：１）以上の世話人等を配置しているこ

とが要件です。特定事業者常勤換算方法とは、世話人等の合計勤務時間数（基

準人員の配置時間を除く）を 40 で除することをいいます。必ず、人員基準上必

要な職員数（常勤換算数）を除いた配置時間数で計算してください。 

ウ 自立生活支援体制加算（Ⅲ）を算定する場合、専ら移行支援住居に入居する利

用者の支援に従事する社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有したサービス

管理責任者を配置する必要があります。移行支援住居に従事するサービス管理

責任者は、同じ事業所であってもサービス管理責任者の兼務はできません。ま

た、移行支援住居の登録状況に変更がある場合、その都度届出が必要となりま

す。 
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⑹  障害児通所支援 

児童指導員等加配加算について、配置形態や経験年数に応じた算定区分に変更と

なりました。令和５年度以前に届出を行っている場合も、新しい区分への変更が必

要となりますので、算定を希望する場合は、必ず届出をご提出ください。 

 

⑺  重度障害者支援加算について 

生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助における重度障害者支援加算

の要件が見直されましたので、報酬告示、留意事項通知等にて算定要件をご確認く

ださい。 

 

６ 報酬告示等 

各加算の要件については、報酬告示及び留意事項通知等を参照してください。 

 

＜報酬告示等＞ 

《厚生労働省ＨＰ》 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html 

《こども家庭庁ＨＰ》 

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei 

 

７ お問い合わせ 

電話での対応が困難ですので、札幌市ホームページに掲載している質問票（スマー

ト申請）からご質問ください。 

 

《ＵＲＬ》 

札幌市ホームページのホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 

障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > 事業者指定 >質問票、新規指定申請予約 

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご注意≫ 
 

加算の算定要件や人員配置区分を十分にご確認願います。 

職員配置の変更等により、加算等が算定できなくなる又は算定する単位数が減少する

場合は、必ず届出を行ってください。 

届出を行わず、そのまま給付費の算定を行った場合、内容によっては不正請求とみな

し、返還の対象となります。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/index.html
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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 

障がい福祉課指定指導担当係 

TEL：211-2938 FAX：218-5181  

E-mail：jigyousyasitei@city.sapporo.jp 


